
海老名市教育委員会

（平成27年 ５月 定例会議事日程）

日時 平成27年５月27日（水)

午後２時00分

場所 海老名市役所第2委員会室

教育長報告

日程第 １ 報告第 8 号

日程第 ２ 報告第 9 号

日程第 ３ 議案第 13 号

日程第 ４ 議案第 14 号

日程第 ５ 議案第 15 号

平成27年度第１回いじめ問題対策連絡協議会について

海老名市奨学生選考委員会委員の委嘱について

平成27年度海老名市奨学生の選考委員会への諮問について

海老名市立学校における学校教育法の施行に関する規則の一
部改正について

平成27年度（平成26年度対象）教育委員会事務の点検・評価
実施方針の決定について









平成27年５月27日提出

報告理由

報 告 第 8 号

平成27年度第１回いじめ問題対策連絡協議会について

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　平成27年度第１回いじめ問題対策連絡協議会について報告したいため

別紙のとおり、平成27年度第１回いじめ問題対策連絡協議会について、海

老名市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委

規則第２号）第４条の規定により報告する。
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平成27年５月27日提出

報告理由

報 告 第 9 号

海老名市奨学生選考委員会委員の委嘱について

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　任期満了に伴い、新たに委嘱したため

　海老名市奨学生選考委員会委員の委嘱について、海老名市教育委員会教育

長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２号）第３条第

１項の規定により臨時に代理し執行したので、同条第２項の規定により報告

する。
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 № 氏　　名 所　　属 備　考

1 久田
ひさだ

　妙子
たえこ

民生委員児童委員 再任

2 笠原
かさはら

　祐
ゆう

治
じ

上星小学校長 再任

3 谷川
たにかわ

　　治
おさむ

海老名中学校長 再任

4 土屋
つちや

　雄一
ゆういち

有馬中学校長

5 橋本
はしもと

　正夫
まさお

海西中学校長 再任

6 上田
うえだ

　貴康
たかやす

柏ケ谷中学校長

7 片山
かたやま

　牧子
まきこ

大谷中学校長 再任

8 漆原
うるしはら

　　肇
はじめ

今泉中学校長 再任

9 今井
イマイ

　信一
シンイチ 神奈川県立

海老名高等学校長

委嘱期間　：　平成27年４月１日～平成29年３月31日

海老名市奨学生選考委員会委員名簿

平成27年５月27日

定例教育委員会資料

教育指導課
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平成27年５月27日提出

提案理由

海老名市奨学生を選考するにあたり、海老名市奨学生選考委員会の意
見を聞き奨学生の決定に反映させたいため

議案第 13 号

平成27年度海老名市奨学生の選考委員会への諮問について

　平成27年度海老名市奨学生を選考するにあたり、別紙のとおり海老名市奨

学生選考委員会への諮問することについて、議決を求める。

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康
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　　　　　　　平成２７年度海老名市奨学生の選考委員会への諮問について

1 諮問の理由

　海老名市奨学生を選考するにあたり、海老名市奨学金条例（昭和43年条例第24

号）第６条の規定により、海老名市奨学生選考委員会の意見を聞き奨学生の決定

に反映させたいため。

2 過去の奨学選考実績と本年度の申請状況

　資料のとおり

3 今後のスケジュール

・ 諮問の時期 ６月初旬

・ 選考委員会 ６月５日（金）

・ 答申の時期 ６月定例教育委員会（６月２６日）

・ 奨学金交付 ７月中旬～下旬

〈参考〉

◎海老名市奨学金条例　　（抜粋）

（給付の申請）

第５条　奨学金の給付を希望する者は、教育委員会に申請しなければならない。

（奨学生の決定）

第６条　教育委員会は、前条の規定による申請があったときは当該申請について、

奨学生選考委員会に諮問し、その答申により奨学生を審査決定する。

平 成 27 年 ５ 月 27 日

定 例 教 育 委 員 会 資 料

（ 教 育 指 導 課 ）
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申請及び選考結果内訳
27年度
学年 申請 内訳 決定 不採用 辞退

新規 20
継続 0
新規 7
継続 8
新規 4
継続 13

計 52 52
(新規31  継続21）

26年度
学年 申請 内訳 決定 不採用 辞退

新規 13 9 4
継続 0 0 0
新規 7 3 4
継続 12 10 2
新規 5 4 1
継続 15 14 1

計 52 52 40 12
(新規22 継続30 ）

25年度
学年 申請 内訳 決定 不採用 辞退

新規 25 13 12 0
継続 0 0 0 0
新規 6 5 1 0
継続 11 10 1 0
新規 5 4 1 0
継続 9 8 1 0

計 56 56 40 16 0
(新規22 継続18 ）

24年度
学年 申請 内訳 決定 不採用 辞退

新規 22 11 11 0
継続 0 0 0 0
新規 5 3 2 0
継続 7 6 1 0

新規 8 7 1 0

継続 7 7 0 0
計 49 49 34 15 0

(新規21 継続 13 ）

23年度
学年 申請 内訳 決定 不採用 辞退

新規 14 9 5 0
継続 0 0 0 0
新規 2 2 0 0
継続 5 5 0 0

新規 5 5 0 0

継続 14 14 0 0
計 40 40 35 5 0

(新規16 継続 19 ）

22年度
学年 申請 内訳 決定 不採用 辞退

新規 31 10 21 0
継続 0 0 0 0
新規 7 6 1 0
継続 14 8 6 0
新規 4 0 4 0
継続 10 5 5 0

計 66 66 29 37 0
(新規16　継続13  ）
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平成27年５月27日提出

提案理由

議案第 14 号

海老名市立学校における学校教育法の施行に関する規則の一
部改正について

海老名市立学校における学校教育法の施行に関する規則（平成２年教委規

則第５号）の一部を改正する規則について、議決を求める。

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　海老名駅西口土地区画整理地区の住居表示に伴う所要の措置のため
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平成 27年 5 月 27 日 

定例教育委員会資料 

学校教育課

海老名市立学校における学校教育法の施行に関する規則の一部改正について 

１ 改正の理由 

海老名市立今泉小学校、今泉中学校が位置する上郷地区の一部（海老名駅西口土地

区画整理地区）において、平成 27 年６月 15 日から住居表示が実施されることに伴い、

今泉小学校、今泉中学校の通学区域の表示を変更するため。 

２ 改正の内容 

別表第１の今泉小学校、今泉中学校の通学区域の一部改正 

改正文は別紙のとおり 

３ 施行期日 

平成 27 年６月 15 日 
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   海老名市立学校における学校教育法の施行に関する規則の一部を改正する規則 

 海老名市立学校における学校教育法の施行に関する規則（平成２年教委規則第５号） 

の一部を次のように改正する。 

 別表第１ 

「  

今泉小学校 

国分北一丁目２番から41番まで 

国分北二丁目１番から７番まで 

上郷二丁目 

上郷三丁目 

上郷四丁目 

上郷512番地から514番地まで、600番地、622番地から936番地ま

で、952番地から1074番地まで 

下今泉一丁目 

下今泉二丁目 

下今泉三丁目 

下今泉四丁目 

下今泉五丁目 

下今泉738番地、741番地、742番地、745番地から749番地まで、

803番地、810番地、879番地、880番地 

上今泉二丁目 

上今泉1633番地から2120番地まで 

                                  」 

を 

「 

今泉小学校 

国分北一丁目２番から41番まで 

国分北二丁目１番から７番まで 

上郷二丁目 

上郷三丁目 

上郷四丁目 

扇町 

上郷512番地から514番地まで、600番地、 

下今泉一丁目 

下今泉二丁目 

下今泉三丁目 

下今泉四丁目 

下今泉五丁目 

下今泉738番地、741番地、742番地、745番地から749番地まで、

803番地、810番地、879番地、880番地 

上今泉二丁目 

上今泉1633番地から2120番地まで 

                                 」 
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「 

今泉中学校 

国分北一丁目３番から41番まで 

下今泉一丁目１番から17番まで 

下今泉二丁目 

下今泉三丁目 

下今泉四丁目 

下今泉五丁目 

下今泉738番地、741番地、742番地、745番地から749番地まで、

803番地、810番地、879番地、880番地 

上今泉一丁目 

上今泉二丁目 

上今泉三丁目 

上今泉四丁目 

上今泉五丁目 

上今泉1633番地から2120番地まで 

上郷四丁目 

上郷512番地から514番地まで、600番地、622番地から936番地ま

で、952番地から1074番地まで 

                                     」 

を 

「 

今泉中学校 

国分北一丁目３番から41番まで 

下今泉一丁目１番から17番まで 

下今泉二丁目 

下今泉三丁目 

下今泉四丁目 

下今泉五丁目 

下今泉738番地、741番地、742番地、745番地から749番地まで、

803番地、810番地、879番地、880番地 

上今泉一丁目 

上今泉二丁目 

上今泉三丁目 

上今泉四丁目 

上今泉五丁目 

上今泉1633番地から2120番地まで 

上郷四丁目 

扇町 

上郷512番地から514番地まで、600番地まで 

                                     」 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成27年６月15日から施行する。
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平成27年５月27日提出

提案理由

議案第 15 号

平成27年度（平成26年度対象）教育委員会事務の点検・評価
実施方針の決定について

　別紙のとおり、平成27年度（平成26年度対象）教育委員会事務の点検・評

価実施方針の決定について、議決を求める。

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

平成27年度（平成26年度対象）教育委員会事務の点検・評価にあた
り、その実施方針を定めたいため
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平成 27 年 5 月 27 日 

定例教育委員会資料 

教育総務課 

平成２７年度（平成２６年度対象）教育委員会事務の 

点検・評価実施方針及び評価対象の決定について 

 平成２７年度（平成２６年度対象）の点検・評価を行うにあたり、下記のとおり実施す

るものとする。 

１．目 的 

   教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を議会に提出し、公表することにより、効果的な教育行政の

推進に資するとともに、住民への説明責任を果たしていく。 

２．評価対象とする施策・事業について 

平成２６年度の海老名市第四次総合計画（後期基本計画）実施計画に位置付けた施

策・事業で、教育委員会で実施した８施策、３４事業のすべてを今年度の点検・評価

対象とする。 

  （参考） 

   平成２６年度（平成２５年度対象）点検・評価 

    ８施策・２６事業の中から、８施策・１７事業を点検・評価 

３．点検・評価方法について 

 評価対象となった事業についての目的、実績、課題などの所管課評価を行い、これ

を外部評価者（知見の活用）に示す。 

外部評価者から主な事業に対する意見を聴取し、これを取りまとめる。 

   教育委員会は、所管課評価と外部評価者の意見を踏まえて、総合的に点検・評価を

行う。 

４．知見の活用 

   学識経験者に依頼する。 
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５．議会への提出及び市民への公表 

   ９月議会への提出を予定。 

   議会提出後、ホームページ及び情報公開コーナーに配架し、公表する。 

６．スケジュール（予定） 

    ５月２７日  方針及び対象施策・事業の決定（教委定例会） 

６月上旬   対象事業に対する所管課評価の作成 

６月下旬   知見の活用〔対象施策・事業の内容説明、対象施策・事業に対する

意見聴取〕 

７月上旬   教育委員に点検・評価書を郵送 

～下旬   意見の提出、意見交換、最終調整 

    ７月２４日  報告書の決定（教委定例会） 

    ８月上旬   教育長から市長へ提出 

８月 ６日  報告書の市長部局への報告（政策会議） 

８月１９日  報告書の市長部局への報告（最高経営会議） 

    ８月２５日  教育長から市議会議長、副議長へ提出（※全協開催日） 

    ９月 １日  議会提出（９月議会開会日） 

 ※参考 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第２６条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとと

もに、公表しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。 
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政策施策 事務事業 事業目的 担当課 備考

①豊かな心を育む文化の薫るまちづくり

(1) 図書館事業の充実

図書館のリニューアル 図書館を利用しやすい施設とします。 教育指導課

図書館管理運営
地域に根ざした図書館運営をめざし、図書館サービ
スの維持・向上を図ります。

教育指導課

(2) 文化財の保護と活用

文化財の活用
海老名の歴史遺産・文化財を利活用することにより
市民に郷土意識の醸成を図ります。

教育総務課

文化財の保護 海老名の歴史遺産を保護し、後世へ引き継ぎます。 教育総務課

相模国分寺跡の整備活用
海老名市の史跡文化財の核として整備・公開し、利
用活用の促進を図ります。

教育総務課

②元気な「えびなっ子」を育むまちづくり

(3) 青少年の健全育成

非行防止活動の充実

子どもたちが安心して通える学校づくりを行うた
め、学校や保護者、関係機関との連携を図ります。
非行の防止について、啓発や街頭補導活動等を行
い、青少年の非行防止・健全育成を図ります。

教育指導課

青少年相談体制の充実
相談機能を充実させるとともに、児童生徒及び保護
者や教職員に対して、適切な支援が行える体制の充
実を図ります。

教育指導課

(4) 子どもの居場所づくり

えびなっ子サマースクール事業
児童生徒の夏季休業中の居場所づくりとして学校施
設を開放し、学習や遊び、芸術体験の場を提供する
ことにより、健全育成を図ります。

教育指導課

海老名あそびっ子クラブ事業
放課後児童に遊びの場を提供し、学年を超えた交流
を通じて創造性・協調性などを育み、健全育成を図
ります。

教育指導課

児童健全育成対策事業
放課後において、保護者に代わって保育を行う団体
に対して支援を行い、児童の健全育成を図ります。

教育指導課

学校支援地域本部の設置
学校活動・児童生徒の健全育成を学校、地域住民、
地域団体等と連携して支援します。

教育指導課

③ひびきあう教育の実現

(5) ひびきあう教育の推進

ひびきあう教育の実践・研究

ひびきあう教育の具体的方策である「えびなっ子し
あわせプラン」により、子どもたちが将来にわたっ
てしあわせに生きていくための「確かな学力」や
「よりよい集団力」、「健康・安全力」を身に付け
させます。

教育指導課

学校安全の確保
登下校及び学校生活における児童・生徒の安全確保
の充実を図るとともに、保護者への安全意識の啓発
を図ります。

学校教育課

海老名市第四次総合計画（後期基本計画）実施計画　平成２６年度実施事業一覧
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政策施策 事務事業 事業目的 担当課 備考

(6) 教育環境の充実

効果的な教職員配置の推進（少
人数指導）

３５人学級の実施及び少人数指導体制の充実を図
り、きめ細かな指導体制を確保します。

学校教育課

コンピュータ利用教育の充実
高度情報化社会の中で生きる子どもたちにコン
ピュータを活用した教育を行い、情報活用能力等の
さらなる向上を図ります。

教育指導課

外国語教育の推進
小学校における外国語活動及び中学校における教科
（英語）指導の充実や、教員の資質・能力の向上を
図ります。

教育指導課

部活動の充実
生徒の心身の発達に重要な役割を担う、部活動の充
実を図ります。

教育指導課

ＷＨＯインターナショナル・
セーフ・スクールの認証取得

安全で安心して生活できる地域や学校の環境づくり
に向けて、安全上の課題の解決を図ります。学校、
家庭及び地域が一体となり、セーフコミュニティ及
びインターナショナルセーフスクール認証を目指し
ます。

教育指導課

家庭教育等社会教育事業
家庭・学校・青少年育成団体が一体となり、よりよ
い教育を目指します。

教育指導課

効果的な教職員配置の推進（指
導体制）

教職員を効果的に配置し、生徒指導体制の充実を図
ります。

学校教育課

野外教育活動の充実
小中学校の野外教育活動の充実と保護者の負担軽減
を図ります。

教育指導課

野外教育施設維持管理 野外教育施設の適正な維持・管理を行います。 教育指導課

(7) 学校施設の整備・充実

海老名市小中学校　ルネッサン
ス

市内の小中学校の児童生徒数の変動と学校の規模や
位置などを検討し、学校の適正配置により、教育環
境の向上に努めます。

教育総務課

小学校施設の整備
建設後または改修後一定の期間を経た校舎等の施
設・設備について、適正な時期に改修工事を行い、
学習環境の整備・改善を図ります。

教育総務課

中学校施設の整備
建設後または改修後一定の期間を経た校舎等の施
設・設備について、適正な時期に改修工事を行い、
学習環境の整備・改善を図ります。

教育総務課

きれいで居心地のよい学校づく
り

児童生徒が安心して学校生活が送れる環境を整えま
す。

教育総務課

海老名市食の創造館の維持管
理・運営

東柏ケ谷小学校を除く市内12の小学校へ、安全で安
心して、おいしく食べられる給食を安定的に提供す
るために、食の創造館の施設・設備を適正に維持管
理します。
また、災害時の炊き出し対応はもとより、幼稚園や
高齢者への配食も視野に入れ、広く市民にサービス
を提供する市民開放型多機能施設とします。

学校教育課

(8) 教育支援体制の充実

特別支援教育の充実
特別な支援を必要とする児童・生徒が、安心して充
実した学校生活が送れるよう、支援体制の整備・充
実を図ります。

教育指導課

学校相談員等の派遣
学校に心理の専門家やスクールソーシャルワーカー
等を派遣することで、学校教育相談体制の充実を図
ります。

教育指導課
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奨学金の給付
経済的な理由で修学が困難な青少年に対し、支援し
ます。

教育指導課

就学援助制度の充実
経済的な理由による就学困難な児童・生徒の保護者
に対し、経済的援助を行い、義務教育の円滑な実施
を図ります。

学校教育課

いじめのない学校づくり
いじめの未然防止、早期発見、迅速な対応を図りま
す。

学校教育課

教育支援教室の充実
不登校児童・生徒に発達段階に応じた教育支援を行
い、学校への復帰を支援します。

教育指導課

特別支援教育の就学奨励
特別支援学校に在籍する児童・生徒の保護者負担の
軽減を図ります。

教育指導課

３政策　８施策　３４事業
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